
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委    員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月３１日（日） １５時２０分ごろ 

発生場所 香川県丸亀
まるがめ

市手
て

島北西方沖 

 小手島港４号防波堤灯台から真方位３５５°２.２海里付近 

（概位 北緯３４°２４.８′ 東経１３３°３９.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 遊漁船 ファースト Ⅲ
スリー

、５トン未満 

２３５－２９７０１岡山、個人所有 

９.４７ｍ（Lr）×２.６６ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１４７kＷ、平成５年４月 

正洋
せいよう

丸、５トン未満 Ｂ モーターボート 

２７１－１８８３２岡山、個人所有 

５.２３ｍ（Lr）×１.６９ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２９kＷ、昭和６１年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ３５歳 

   二級小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日  平成２０年９月１６日 

  免 許 証 交 付 日  平成２１年７月１日 

           （平成２６年６月３０日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ５９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

  免 許 登 録 日  平成４年３月２７日 

  免 許 証 交 付 日  平成１９年３月１６日 

             （平成２４年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長、同乗者） 

 損傷 Ａ 船首部船底のキールに擦過傷、左舷船首外板に亀裂 

Ｂ 船尾ブルワークから右舷側甲板にかけて破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか釣り客６人が乗船し、手島北方沖及び岡山県北木
きたぎ

島

南方沖で遊漁を終えて北木島南方沖を発進し、船長Ａが操舵室の右舷側で

椅子に座って手動操舵を行い、手島高ノ越鼻沖約５００ｍに向く北東の針

路とし、約１７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した

が、Ａ船の船首が浮上し、船長Ａが椅子に座った姿勢では、船首方に死角
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(以下「船首死角」という。)が生じ、水平線を見通すことができない状態で

あった。 

船長Ａは、右舷船首約３,０００ｍの高ノ越鼻北方沖に約１０隻の釣り船

（以下「本件釣り船群」という。）を視認したが、高ノ越鼻を十分に隔てて

通過する針路としていたので、前路には他船はいないものと思い、立って

見張りを行ったり、船首を左右に振るなどして船首死角を補う適切な見張

りを行わず、また、レーダーを装備していたが、使用していなかった。 

船長Ａは、平成２２年１０月３１日１５時２０分ごろ、船体に衝撃を感

じたので、スロットルレバーを中立として停止し、反転して衝突したＢ船

の近くまで戻り、負傷者の有無を確認したのち、携帯電話で海上保安部に

事故の発生を連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗船し、手島南方沖及び高ノ越鼻北方沖の釣

り場で漂泊して太刀
た ち

魚
うお

釣りを行った。 

Ｂ船は、高ノ越鼻北方沖において、本件釣り船群の北端で船首を南に向

けて漂泊し、船長Ｂが操舵室の後方で右舷船尾方（北東方）を向いて座っ

て釣りを行い、同乗者も釣りを行っていた。 

船長Ｂは、付近を航行する船舶はいないものと思っていた。 

船長Ｂは、衝突の約２～３秒前、後方から他船の機関音が聞こえたので

振り向いたところ、至近にＡ船を視認し、スロットルレバーを全速力前進

に入れたが、左舵がとられた状態であったのでＢ船が左に回頭し、Ｂ船の

船尾中央部にＡ船が衝突し、Ａ船がＢ船の右舷中央部に向けて斜めに乗り

切った。 

 気象・海象  気象：天気 雨、風向 北、風速 約１.５m/s、視程 約５km 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮流 微弱な南西流 

 その他の事項 Ａ船は、約１７kn の速力で航行すると、船首が浮上して船首死角が生

じ、操舵室で立てば水平線が見えるが、座った姿勢では水平線が見えない

状態となるので、船長Ａは、いつもは船首を左右に振るか又は立って身体

を左右に動かして船首死角を補う見張りをしていた。 

Ａ船の釣り客は、船室と船尾甲板にいたので、Ｂ船に気付かなかった。 

Ｂ船は、汽笛等は装備していなかった。 

船長Ｂ及び同乗者は、カッパを着用し、フードをかぶっていたので視界

が制限され、音も聞こえにくい状態であり、同乗者もＡ船の接近に気付か

なかった。 

船長Ａ及び釣り客６人は、全員救命胴衣を着用していた。また、船長Ｂ

は、救命胴衣を着用していたが、同乗者は、着用していなかった。 

本事故当日、手島北方沖の釣り船は、午前中は１００隻を超えていた

が、午後からは徐々に減って１５時ごろには１０数隻であった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析 Ａ船は、手島高ノ越鼻北方沖において北東進

中、船長Ａが、Ａ船の前路に他船がいないものと

思い込み、船首死角を補う適切な見張りを行って

いなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付
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  かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、手島高ノ越鼻北方沖において漂泊中、

船長Ｂが、付近を航行する船舶はいないものと思

い込み、釣りに意識を集中して周囲の見張りを行

っていなかったことから、接近するＡ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、手島高ノ越鼻北方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、船首死角を補う適切な見張りを行わず、Ｂ船に向けて航行

し、また、船長Ｂが、周囲の見張りを行わなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

 




